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地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例をここに公布

する。 

令和４年12月22日 

天理市長 並 河  健 

天理市条例第35号 

地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 

（職員の分限に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の分限に関する条例（平成２年３月天理市条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

  第１条中「の規定に基づく条例で定める休職の事由並びに法第28条第３項

及び第４項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及

び効果並びに失職の例外について」を「並びに第28条第３項及び第４項並び

に第28条の２の規定に基づき、天理市職員（以下「職員」という｡)の分限に

関し、」に改め、第２条の次に次の１条を加える。 

（降給の種類） 

第２条の２ 降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該職員の職務の級

を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ｡)及び

降号（職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給

に変更することをいう｡)並びに法第28条の２第１項に規定する降給（同項

本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給

料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合

において、降格することをいう。以下同じ｡)とする。 

 第３条の見出し中「及び休職」を「、休職及び降給」に改め、同条第２項

中「若しくは免職又は休職」を「、免職、休職又は降給」に改める。 

附則に次の３項を加える。 

 （降給に関する経過措置） 

 ３ 天理市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用を受け

る職員に対する第２条の２の規定の適用については、当分の間、同条中

「とする」とあるのは、「並びに天理市一般職の職員の給与に関する条例
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附則第10項の規定による降給とする」とする。 

 ４ 第３条第２項の規定は、天理市一般職の職員の給与に関する条例附則第

10項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項

の規定の適用を受ける職員には、給料月額が異動することとなった旨の通

知を行うものとする。 

 ５ 地方公営企業法（昭和27年法律第2 9 2号）第15条第１項に規定する企業

職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27年法律第2 8 9号）

附則第５項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用

する。 

（職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和29年９月天理市条例第

45号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「対しては、」の次に「その発令の日に受ける」を加え、

同項に後段として次のように加える。 

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の１に相

当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

（天理市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第３条 天理市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成18年３月天

理市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。 

（天理市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第４条 天理市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年３月天理市条

例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「第28条の４第１項若しくは第28条の５第１項又は同法第

28条の６第１項若しくは第２項」を「第22条の４第１項又は第22条の５第１

項若しくは第２項」に、「第28条の５第１項に」を「第22条の４第１項に」

に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第３条、第４条第２項、第12条第１項第１号及び第19条中「再任用短時間

勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 
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（天理市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第５条 天理市職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月天理市条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１

号を加える。 

(３) 定年条例第９条の規定により異動期間（同条の規定により延長され

た期間を含む｡)を延長された管理監督職を占める職員 

第10条に次の１号を加える。 

(３) 定年条例第９条の規定により異動期間（同条の規定により延長され

た期間を含む｡)を延長された管理監督職を占める職員 

第19条第２号中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に、「再任

用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

第20条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務

職員等」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第1 1 0号）第10条

に規定する育児短時間勤務（同法第17条の規定による短時間勤務を含む。）

を行う職員に対する一般職の職員の給与に関する条例（昭和44年３月天理

市条例第４号）附則第10項の規定の適用については、同項中「）とする」

とあるのは、「）に、天理市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成

７年３月天理市条例第３号）第２条第２項の規定により定められた当該職

員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額とする」とする。 

（家族の介護を行う天理市職員の休業に関する条例の一部改正） 

第６条 家族の介護を行う天理市職員の休業に関する条例（平成13年３月天理

市条例第17号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項ただし書中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に

改める。 

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一
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部改正） 

第７条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（平成９年３月天理市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第４号中「第28条の３第１項」を「第28条の７第１項」に改

め、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(５) 天理市職員の定年等に関する条例（昭和58年12月天理市条例第14号） 

第９条の規定により異動期間（同条の規定により延長された期間を含む｡) 

を延長された管理監督職を占める職員 

（天理市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第８条 天理市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

12月天理市条例第30号）の一部を次のように改正する。 

  第８条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

（天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与等の種類及び基準に関する条

例の一部改正） 

第９条 天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与等の種類及び基準に関す

る条例（昭和41年12月天理市条例第35号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。 

第19条の見出し中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」

に改め、同条中「第28条の４第１項、第28条の５第１項若しくは第28条の６

第１項若しくは第２項」を「第22条の４第１項若しくは第22条の５第１項若

しくは第２項」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第４条の規定による改正後の天理市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（以下この項において「新条例」という｡)は、暫定再任用短時間勤務職員

（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附則第６条第
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１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読

み替えて適用する場合を含む｡)又は第７条第１項から第４項までの規定によ

り採用された職員をいう｡)を、新条例第２条第３項に規定する定年前再任用

短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。 

３ 第９条の規定による改正後の天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与

等の種類及び基準に関する条例第５条、第６条、第６条の３及び第15条の規

定は、暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律附則第４条第１

項若しくは第２項、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若しくは第

２項又は第７条第１項から第４項までの規定により採用された職員をいう｡)

については、適用しない。 

 


